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令和７年９月１７日宣告 

令和５年（わ）第８３９号［基本事件］、第５８３号、第１０３７号、第１３２０

号、令和６年（わ）第８６号、第３２４号、第６５７号 偽造有印公文書行使、詐

欺、業務上横領被告事件 

判 決 

 

主 文 

      被告人を懲役８年に処する。 

      未決勾留日数中２４０日をその刑に算入する。 

理 由 

（罪となるべき事実） 

第１ 

被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、Ｂから、ＢのＤ社に対す

る貸金返還等請求の交渉等の業務を受任していたものであるが、Ｂから前記貸金返

還等請求に関する債権仮差押命令申立てに係る供託金名目で金銭をだまし取ろうと

考え、令和２年２月５日頃から同月１５日頃までの間に、福岡市内又はその周辺等

において、Ｂに対し、面談や書面を閲読させる方法又はＢの長女であるＣを介して

電子メールや電話で伝える方法により、真実は、Ｂから振込送金を受けた金銭を自

己の用途に費消するつもりであり、したがって前記仮差押命令申立てのために直ち

に供託するつもりはないのに、これがあるかのように装い、前記仮差押命令を申し

立てるために供託金として８５０万円が必要であり、入金され次第直ちに供託の手

続を行うなどと種々のうそを言うなどした上、「仮差押決定」「これは正本である。」

などと記載され、裁判所書記官印の印影が表出された福岡地方裁判所書記官作成名

義の仮差押決定書正本の写し１通のデータを、これが真正に成立したものであるか

のように装って、Ｃ宛ての電子メールに添付・送信してＣを介してＢに閲読させて

行使し、Ｂにその旨誤信させ、よって、同月１７日、２回にわたり、福岡市内の銀
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行ほか１か所において、Ｂに関係口座ａに合計８５０万円を振込入金させ、もって

人を欺いて財物を交付させた。 

第２ 

被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、ＢからＢのＤ社代表取締

役Ｅとの間における株式売買契約交渉に関し、株式売買契約及びこれに付随する金

銭の受領等の業務を受任していたものであるが、令和２年４月３０日及び同年５月

１日、Ｅから、前記株式売買契約に基づく株式売買代金として、関係口座ｂに合計

１９４１万９１１０円の振込入金を受け、これをＢのために業務上預かり保管中、

同年４月３０日から同年５月１１日までの間、６回にわたり、福岡市内の銀行ほか

１か所において、自己の用途に費消する目的で、前記口座から現金合計１９４１万

９１１０円を払い戻して着服し、もって横領した。 

第３ 

被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、ＢからＢのＤ社に対する

貸金返還等請求に関し、和解契約の締結及びこれに付随する金銭の受領等の業務を

受任していたものであるが、令和２年７月１６日、Ｄ社から、前記貸金返還等請求

に関する和解契約に基づく和解金として、関係口座ｂに５００万円の振込入金を受

け、これをＢのために業務上預かり保管中、同日、福岡市内の銀行において、自己

の用途に費消する目的で、前記口座から現金５００万円を払い戻して着服し、もっ

て横領した。 

第４ 

 被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、Ｆから、Ｆの亡き実母を

債務者とする銀行に対する債務弁済の交渉等の業務を受任していたものであるが、

令和２年１０月３０日午後３時５４分頃、福岡市内の郵便局駐車場において、Ｆか

ら、前記債務の元金返済資金として現金６３１万円の交付を受け、これをＦのため

に業務上預かり保管中、自己の用途に費消する目的で、同日午後４時１４分頃から

同日午後４時１８分頃までの間、同市内の郵便局に設置された現金自動預払機から、
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関係口座ｃに前記現金６３１万円を入金し、もって横領した。 

第５ 

被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、第４のとおり、Ｆから前

記実母を債務者とする銀行に対する債務弁済の交渉等の業務を受任していたもので

あるが、Ｆから金銭をだまし取ろうと考え、真実は、第４のとおり交付を受けた現

金６３１万円を銀行に対する前記債務の弁済のために供託しておらず、かつ、Ｆか

ら受領する金銭を銀行に対する利息等の債務の弁済のために直ちに供託するつもり

もないのに、これらがあるかのように装い、令和２年１１月２０日頃、福岡市内の

路上において、Ｆに対し、「銀行から通知が来ました。」などと言って、「元金６３

０万７８９８円について、本年１１月４日付けでの弁済供託を確認しております。」

「経過利息は１５万２５５７円、遅延損害金は１５５万４２０１円となりますので、

合計１７０万６７５８円の弁済供託手続きをお願いします。」などと記載された内

容虚偽の回答書を呈示した上、「今日中に供託しようと思っているので、１７０万

円を用意してください。」などとうそを言って、Ｆにその旨誤信させ、よって、そ

の頃、前記郵便局駐車場において、Ｆから現金１７０万円の交付を受け、もって人

を欺いて財物を交付させた。 

第６ 

 被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、Ｇ及びＧが代表取締役を

務めるＨ社の代理人になりすまし、Ｇ及びＨ社がそれぞれＩ社と締結した委託契約

に基づいて支払われる管理費等の名目で、Ｉ社から金銭をだまし取ろうと考え、令

和２年１２月２３日、福岡市内において、Ｉ社統括部長Ｊらに対し、真実は、Ｇか

ら前記各委託契約に基づいて支払われる管理費等の受領について依頼された事実は

なく、したがってその管理費等を受領する正当な権限がないのに、これがあるかの

ように装い、Ｇ及びＨ社の代理人である旨の内容虚偽の受任通知書を大阪市内のＩ

社宛てにＦＡＸ送信するなどして、その管理費等を被告人が指定する預金口座に振

り込むように要求し、Ｊにその旨誤信させ、よって、同月２８日、２回にわたり、
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同市内において、Ｊから指示を受けたＩ社従業員をして、関係口座ｂに現金合計１

５４万８９７１円を振込入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 

第７ 

 被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、第６におけるのと同様に、

Ｇ及びＨ社の代理人になりすまし、Ｇ及びＨ社がそれぞれＩ社と締結した委託契約

に基づいて支払われる管理費等の名目で、Ｉ社から金銭をだまし取ろうと考え、令

和３年１月１３日及び同月１５日、福岡市内において、Ｊらに対し、真実は、Ｇか

ら前記各委託契約等に基づいて支払った金銭を目的とする不当利得返還請求を委任

された事実はなく、したがってその返還請求をする正当な権限がないのに、これが

あるかのように装い、Ｇ及びＨ社の代理人として前記不当利得返還請求をする旨の

内容虚偽の「金銭返還請求書（２）」をＩ社宛てにＦＡＸ送信するなどして金銭の

支払を要求し、Ｊにその旨誤信させ、よって、同月１９日、大阪市内において、Ｊ

から指示を受けたＩ社従業員をして、関係口座ｂに現金１３３６万８９３円を振込

入金させ、もって人を欺いて財物を交付させた。 

第８ 

 被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、Ｋから、ＫらのＬに対す

る抵当権設定登記抹消登記手続請求事件に関し、その訴訟遂行及び和解交渉等の業

務を受任していたものであるが、令和４年１月２８日、福岡市内の銀行において、

Ｋから、前記抵当権設定登記抹消登記手続請求事件に関し、Ｌに対する債務の弁済

費用として、関係口座ｂに１２００万円の振込入金を受け、これをＫのために業務

上預かり保管中、同日から同年２月１日までの間、３回にわたり、同市内の銀行ほ

か１か所において、自己の用途に費消する目的で、前記口座から現金合計１２００

万円を払い戻して着服し、もって横領した。 

第９ 

 被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、Ｍから、ＭのＮ社に対す

る損害賠償請求に関し、訴訟遂行及び和解等の業務を受任していたものであるが、
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令和４年３月２９日、Ｎ社から、前記損害賠償請求に関する和解契約に基づく和解

金として、関係口座ｄに３２万円の振込入金を受け、これをＭのために業務上預か

り保管中、同日、福岡市内の銀行において、自己の用途に費消する目的で、前記口

座から現金３２万円を払い戻して着服し、もって横領した。 

第１０ 

被告人は、福岡県弁護士会所属の弁護士であった当時、かつて不倫に関するトラ

ブル解決業務の依頼を受任したことがあったＡから、慰謝料、記事掲載禁止仮処分

命令申立てに係る供託金及び弁護士報酬等の名目で金銭をだまし取ろうと考え、令

和４年８月６日から同月８日頃までの間に、福岡市内等において、Ａに対し、電話、

電子メール又は面談の方法により、真実は、Ａと過去に不倫関係にあった女性の配

偶者がＡに対して慰謝料を請求している事実も、同配偶者が取材を受けてＡの過去

の不倫に関する記事がニュースサイトに掲載される動きもないのに、同配偶者がＡ

に対して慰謝料５００万円を請求するとともに、同配偶者が取材を受けてＡの過去

の不倫に関する記事がニュースサイトに掲載される動きがあり、これらの問題解決

のためには、同配偶者に慰謝料３００万円を支払うとともに、記事掲載禁止仮処分

命令申立てのための供託金５００万円そのほか弁護士報酬等を用意する必要がある

などとうそを言うなどし、Ａにその旨誤信させ、よって、同月９日及び同月１０日

の２回にわたり、福岡市内の駐車場に駐車中の自動車内ほか１か所において、Ａか

ら現金合計８６５万円の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。 

（事実認定の補足説明） 

被告人は、(1)判示第２及び第３につき、Ｂから株式売買契約及び和解契約の締

結並びにこれらに付随する金銭の受領等の業務を受任していた事実はないから、被

告人が判示のとおり受領した各金銭の占有は業務上横領罪の成立に必要な委託信任

関係に基づくものではなく、したがって判示現金合計２４４１万９１１０円の引出

しは横領には当たらず同罪は成立しない、(2)判示第９につき、Ｍから和解契約締

結の業務を受任していた事実はないから、(1)におけるのと同様に、被告人が判示
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のとおり受領した金銭の占有は委託信任関係に基づくものではなく、現金３２万円

の引出しは横領には当たらず同罪は成立しない、(3)上記(1)(2)について、仮に現

金の引出しが横領に当たるとしても、弁護士報酬相当額については被害額から控除

されるべきである、(4)判示第６及び第７につき、判示同様の欺罔行為はしたもの

の、その相手方はＪではなく、Ｉ社の代表取締役であったなどと弁解し、弁護人も

これらに沿う主張をする（以下、被告人が縷々弁解する点とこれを踏まえた弁護人

の主張を包括して「被告人の弁解等」という。）。 

 しかしながら、次のとおり、いずれも採用できない。 

 １ 判示第２及び第３に係る業務受任（委託信任関係）の有無について 

(1) Ｂの供述によれば、従前から、Ｄ社に対する代表者貸付金返還請求等の事

件につき、交渉や裁判所への手続等の一切を被告人に委任しており、その事件処理

の過程で、Ｂが所有するＤ社の株式売却に関する交渉対応の一切も併せて委任する

ことにし、令和２年４月３０日、被告人と対面して、株式売却の合意ができそうで

ある旨被告人から話を聞き、それに納得して、手続に必要な印鑑証明書等を被告人

に渡した、というのである。 

(2) 同供述は、被告人との間における従前からの継続的な契約関係を具体的に

説明するものであるばかりか、①実際にその内容に整合する訴訟委任状（貸金等請

求事件に関するもので、委任事項に和解が含まれるもの）及び委任状（株式売買に

関する契約交渉（価格交渉を含む）・契約締結）が存在し、かつ、現に、被告人が

Ｂとの連絡役であったＢの娘に対し、売却価格の交渉状況や目標値、見込まれる契

約締結時期について連絡をしたり、売買契約の速やかな締結を条件に株式譲渡承認

請求の撤回に同意する旨の書面を作成するよう持ち掛けたりしていたこと（Ｂの娘

の供述調書。その供述内容は、客観的な添付資料に基づく具体的なものであって、

信用できる。）、②被告人自身、株式売買に関する契約交渉・契約締結に係る委任状

につき、売却交渉がまとまった段階で必要かもしれないとＢに説明した上で委任状

を作成した旨、自認していること等によって強力に裏付けられており、優に信用で
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きる（その反面において、委任状は相手方に対し契約締結権限を示すものに過ぎな

かったなどという被告人の弁解は排斥される。）。Ｂの前記供述ほか関係証拠により、

被告人が判示のとおり受領した各金銭の占有が、Ｂとの委託信任関係に基づくもの

であることは明らかというべきであり、被告人の弁解等を踏まえても、この結論は

揺るがない。 

２ 判示第９に係る業務受任（委託信任関係）の有無について 

(1) 証人として出廷したＭ及びＭの夫によれば、Ｍは、訴訟の内外を問わず、

和解契約の締結等の業務を含めて事件の解決を被告人に委任していた、というので

ある。 

(2) これらの供述は、①現に和解契約の締結を含めた訴訟委任状をＭが作成し

ていること、②被告人が、Ｍとの連絡役であるＭの夫に対し、「京都簡裁に訴状提

出済みです」「名古屋に移管の前に、裁判所から当事者間での協議・解決を強く勧

められております」などと連絡していること等の事実関係に照らして優に信用でき、

被告人が判示のとおり受領した金銭の占有がＭとの委託信任関係に基づくことも明

らかである。この結論は被告人の弁解等を踏まえても揺るがない。 

３ 判示第２、第３及び第９に係る横領額について 

委任契約に基づく報酬請求権は、受任者においてなすべき義務を履行した場合に

認められる（民法６４８条２項本文）。 

しかし、被告人は、もともと判示各相手方からの振込入金を手中に収めるために

各委任関係を利用しているのであって、被告人が契約の本旨に沿った義務を履行し

ていないことは明らかである。このような被告人に委任契約に基づく報酬請求権は

発生していないとみるべきであるから、被害額から報酬相当額を減額すべきとする

被告人の弁解等は前提を欠いており、当を得ない。 

４ 判示第６及び第７における欺罔行為の相手方について 

被告人はＩ社の代表取締役とのみ交渉した旨述べるが、Ｊは証人として出廷した

上、被告人から欺罔行為を受けたのは自分であって代表取締役ではない旨具体的に
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述べており、その内容は、携帯電話に登録された連絡先情報といった客観的な証拠

との整合等に照らし、優に信用できる。これを否定する被告人の弁解等は排斥され

る。 

（量刑の理由） 

被告人は、不正流用の穴埋めの資金捻出策として、あろうことか弁護士の立場と

専門知識を悪用し、弁護士の援助を必要としている被害者側の事情と被告人に対す

る被害者の信頼を逆手にとって（判示第１ないし第９）、あるいはかつての顧客の

プライバシー情報を悪用し、弁護士の援助が必要な状況であるかのように積極的に

偽って被害者を一方的に窮状に陥れて（判示第１０）、判示のとおり財産犯を繰り

返した。被害者を助けるかのように装うべく、種々の策を弄して嘘に嘘を重ねる犯

行態様は卑劣であり、被害者６名にもたらした被害の総額は７６８０万円もの高額

に達している。 

以上のような、市民の権利を擁護すべき弁護士にあるまじき卑劣な犯行態様、顕

著な常習性、結果の重大性に照らし、犯情は重大というほかなく、前科前歴がない

こと、被告人が反省の弁を述べていること等の事情を考慮しても、主文の刑は免れ

ない。 

（求刑：懲役８年） 

令和７年９月１７日 

福岡地方裁判所第２刑事部 

 

裁判長裁判官   井   野    憲   司 

 

 

裁判官   武   田    夕   子 
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             裁判官   荒   木    克   仁 


